
令和５年度第３回歯科保健医療推進協議会 

計画評価・策定部会 議事録 

 

開催日時 令和６年２月１日（木）19時 00分～20時 30分 

開催形式 Web会議システム（ZOOM）            

 

 

１ 開会 

 

２ 議題 

歯及び口腔の健康づくり推進計画（改定案）について 

 ＜事務局より資料１～３により説明＞ 

 

（山本部会長） 

それでは説明についての質疑に移りたいと思います。事務局より論点が示されております

ので、それに従い、パブリックコメントの結果と改定案についてご意見をお伺いいたします。 

なお、今回が最後の部会となりますのですべての委員からご発言をいただきたいと考えてお

ります。 

まず、国立保健医療科学院の安藤委員よりご意見をお願いいたします。 

（安藤委員） 

特に意見ではなくコメントになりますが、フッ化物のところで、14 件の反対というか疑

義を投げかけるような意見が出ています。フッ化物洗口に関して、都道府県によって随分差

がどうしても出てきますが、計画に入れたからといってうまく進むというものではないんで

すけれど、入れてないところで進んでいる都道府県はないということがおそらく言えると思

いますので、ぜひこのまま取り組んでいっていただければと思います。 

それからもう 1つ意見ですが、保険者のところで計画をちょっと見たら、随分特定健診の

咀嚼の質問についていろいろと書いていただいて、意見を反映していただいてありがたく思

っております。ただどうも保険者絡みということになると、なかなか行政の方は手が直接届

きにくくて、特に歯科の場合は歯科医師会が関与していて、例えば都道府県の歯科保健担当

者にきくと、「私たちは直接関与してないんだけど、歯科医師会がやっているみたいですよ」

と、最初のうちは関わっていたけど、だんだん離れてくるというところがどうしても出てき

ますので、前回申し上げたらよかったんですけど、その辺のデータのところですとか、その

あたりでもう少し保険者とこう引きつけておくといいますか、データに関する文言がもし可

能であれば書いていただいてもいいのかなと思います。前回申し上げましたけど、厚労省の

方も市町村データをなるべく活用するようにという方針を出しておりますので、そのあたり

も視野に入れて活用するということも、もう少し文言があってもいいのかなと思います。 

（事務局） 

保険者データの活用についてもう少し書き込めないかというご指摘ですが、今回の計画案



は、前回の部会でのご指摘を踏まえて修正したものでパブリックコメントを行ったところで

すが、そこの部分にもう少し書き込めるかどうかにつきましては、この場でお答えをするの

は難しいですが、検討させていただいて、ご相談できればと思っております。ご指摘ありが

とうございます。 

（安藤委員） 

計画なのか或いは運用なのかは、私もはっきり申せないんですが、もし計画のここに書い

てあるよというように後から言えるのであれば、何か入れておいたほうがいいんじゃないか

なと思ったところです。 

 

（山本部会長） 

それでは続きまして神奈川県歯科衛生士会の打矢委員より、計画内に歯科衛生士の役割な

ど、記載されておりますので、ご意見をお願いいたします。 

（打矢委員） 

この計画案の中の歯科医師・歯科衛生士の役割というところに関しましては、特に異議は

ございません。ただ、先ほどフッ素のこともありましたが、実際に８０２０運動が始まって、

80歳以上で、20本以上という方が 50％以上いるっていう状況になったっていうことは、と

てもすごいことだなと、普通の疾病の中で、このぐらいの改善ができているということは、

すごい業績なんじゃないかなと思いますが、その中で、残った方への対応、それをどう維持

していくかっていうことを考えたときに、やはりこのフッ化物というものの活用はすごく必

要なのかなというふうに感じています。実際に現場で高齢者と関わっていく中で、歯頚部の

むし歯など口腔状態が悪化している中での、むし歯予防及び歯周病予防についてのことを見

ていますと、その手段としては、実際に保健指導、口腔ケア等も必要ですけれども、やはり

フッ素っていうものを全体的に取り入れるというのは必要なのかなと感じています。そこの

部分、県民に対して何かできることがあるのであればお願いしたいというところは、私とし

ての強い希望です。 

（事務局） 

特にフッ化物推進につきましてご意見いただきましてありがとうございます。今ご発言い

ただきました通り、計画に位置付けてそれで終わりというわけではなくて、そのあと施策と

してどのように展開していくのかというのが非常に重要な部分ですので、今後とも歯科衛生

士会さんともコミュニケーションを取らせていただきながら、県民全体の歯科口腔保健を推

進していければと思っております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（山本部会長） 

それでは続きまして神奈川県歯科医師会の加藤委員よりご意見をお願いいたします。 

（加藤委員） 

いくつかありますが、まず今日いただいた資料 1の 3ページ目にロジックモデルがありま

すが、インプットストラクチャーの下の赤字のところで、「歯科疾患予防サービス・歯科医

療の提供」が追加されております。ありがとうございます。ちょっと気になったのが、順番



はどうでもいいと言わればそうですが、歯科疾患予防サービス、歯科医療提供は我々歯科医

師会としては非常に重要なところになってくるので、もう少し上の方にならないのかなとい

うところと、例えば、上の方を見てもらうと、「歯及び口腔の健康づくりに関する事業等の

実施」の「フッ化物応用のむし歯対策事業」はやはり真ん中ぐらいには来ていますし、先ほ

どのご議論にもあったように、フッ化物洗口とかそういったものがこの歯科疾患予防サービ

スに当たるのかなというところもありますので、この辺はいかがでしょうか。 

（事務局） 

事務局として意図があってここに入れたというものではなく、単純にご意見を踏まえて入

れる際に一番下に入れたというところですので、ご指摘を踏まえまして、この内容に近いも

のだと医療機関の診療体制の確保かと思いますので、そこの下に入れるような形で修正させ

ていただければと思います。 

 

（加藤委員） 

1つ確認ですが、いただいた資料 1は、反映された内容、いわゆる評価でいうとＡのとこ

ろを特出しで出されていると思うんですが、事前に送っていただいた資料のところではそれ

だけじゃなくＢとかＣとかあると思うんですけど、それに対しての議論もありなんでしょう

か。 

（事務局） 

資料 1では計画案に反映したものをご説明させていただいているだけですので、それ以外

の反映区分につきましても、ご指摘等あればお伺いできればと思っております。 

（加藤委員） 

その前に誤植かどうかわかりませんが、一応ご指摘させていただきたいのが 1 点あって、

資料 3 の 16 ページ「15 歳未満でフッ化物応用の経験がある者の割合」の指標のところで、

「フッ化物塗布」って書いてあるんですね。他のところを見ますと、すべて「フッ化物歯面

塗布」と書いてありますので、「フッ化物歯面塗布」の方がいいのかなと思いました。何で

ここだけ「フッ化物塗布」なんでしょうか。 

（事務局） 

他の部分の表記との整合性は必要になりますので、「フッ化物歯面塗布」になろうとは思

いますが、どちらかに統一させていただければと思います。 

 

（加藤委員） 

では、資料 2の整理番号 15と 16ですが、意見概要のところの特にアンダーラインのとこ

ろで書いてありますが、県の考え方として、48 ページのところに書いてあるというところ

ですけれど、具体的にどこを指しているのかと思いました。15と 16の内容が、48ページの

（４）のどこに当たるのかを教えていただきたいです。 

（事務局） 

48ページのフッ化物応用の部分でございますけれども、記載している内容として、「フッ化

物洗口をはじめとする、フッ化物応用について、むし歯を防ぐ効果やその利用方法等の普及



啓発を行う必要があります。」ということを現状と課題というところで記載しており、その

下の施策の方向性というところですが、「県、市町村、歯科医療機関、教育関係者は、幼児

期及び学齢期の規則正しい食生活や口腔清掃の重要性とフッ化物応用等のむし歯対策の方

法について普及啓発を行います。」と記載し、「県は、フッ化物洗口、フッ化物配合歯みがき

剤の使用や、歯と歯肉の観察、歯間部清掃用具を使用する習慣等のセルフケアの実践に向け

て、関係機関及び関係団体と連携し正しい知識の普及啓発を行います。」という記載をして

おり、この部分でご指摘の点につきましては、フッ化物洗口等のフッ化物応用を含めてむし

歯対策の支援を行うというところで、こちらの部分で読めるのではないかと思いまして、反

映区分Ｂとさせていただいています。 

（加藤委員） 

これは 48ページですよね。本会が指摘したところは、Ｐ18ページの課題のところに、こ

のアンダーラインのところを入れ込んだという感じになっています。専門職ではなくて一般

の方が見たときに、このアンダーラインのところが、歯科医師会としてフッ化物応用を含め

たフッ化物洗口の普及啓発をしているときに、皆さんまだまだ周知されていないというとこ

ろが現場の意見としてはございます。なので、この文を入れることによって、乳幼児期、学

齢期にフッ化物洗口をやれば、その時だけではなく、成人までのむし歯予防が続くというの

が特出しにでていた方が、県民の方がわかりやすいのではないでしょうか。 

（事務局） 

フッ化物については、18 ページのところもそうですが、むし歯対策という文言を書いて

おり、その中にフッ化物洗口ということも含めて普及啓発するという形で記載しています。

今回普及啓発というご意見でしたので、48 ページが普及啓発に関連するような部分ですの

で、そちらでご紹介させていただいたというところです。乳幼児期、学齢期におけるフッ化

物洗口によるポピュレーションアプローチという部分を明示的に書くのかどうかというと

ころは、フッ化物洗口等を含めたむし歯対策の支援を行う旨を記載しているので、読めるの

ではないかと事務局としては考えてこのような整理をしております。 

（加藤委員） 

それともう 1 つ聞きたいのが、整理番号 16 番ですが、ＣＯというのは、いわゆる適切な

歯みがき、フッ化物応用で健康の方に戻るというもので、それと未病というのは、病気でも

なく、健康でもなく、何かしらの介入をすれば健康に戻るっていう概念で、これが非常にリ

ンクしていると本会としては考えますが、県としてはどう考えてますか。 

（事務局） 

加藤先生のおっしゃる通りまさしく未病改善の概念ど真ん中のことだと思っております。 

（加藤委員） 

先ほどの 15番のこともそうですし、16番のこともそうなんですけども、県の行政の立て

付けの表現だと、県民にはここまで読み切れないというのが正直なところだと思います。な

ので、何かしらコラムでもいいのでわかりやすく、フッ化物洗口は乳幼児期から中学校終わ

りまで継続的にやると、成人までちゃんとう蝕予防が続くというのを、厚労省からも報告書

が出ていますので、コラムとして出してあげたりとか、先ほどのＣＯのこともそうなんです



けど、学校健診のＣＯは、実は神奈川県の行政の未病とリンクしているというのがあると、

県民の方々が見たときに、そういうことなのかとわかりやすいんじゃないのかと思います。

どこに入れるかは別ですが、本会の場合はＰ18 ページのもともとあった文章の間のところ

に入れるとわかりやすいのかと思い、こういうふうにやらせていただきました。結構重要な

ことだと本会としては思っておりまして、それがさらっとＢになっているので、現場の意見

としてそこら辺どうお考えなのかなと思いました。 

（事務局） 

先生のおっしゃる通りで、ポピュレーションアプローチとして非常に有効であるとか、そ

の効果は成人まで続くものであるであったりですとか、そもそもその洗口する習慣とかを身

につけることが重要であったりとか、非常に重要なことだと思っておりまして、本県として

も、これからすごい力を入れて、フッ化物洗口を全年齢に普及啓発していこうと思っている

ところです。なので、県の強い意思を示すというような意味合いでも、具体的なフッ化物洗

口の効果の例示のようなところをより厚くできないかということで、修正させていただけれ

ばと思います。 

 

（加藤委員） 

続きまして 21 番ですが、歯周病対策のところで、そこに糖尿病等の全身の病気、それか

ら早産、低出生体重児の関連もありという、この低出生体重児に関してなんですが、なぜこ

れを本会として入れてきたかというと、第 8次神奈川県保健医療計画の 211ページを見てい

ただければわかりますが、低出生体重児のことが書いてあります。その原因の 1 つとして、

「喫煙など」というよう表現をしています。喫煙「など」なので歯周病も入るというような

ことだと思いますが、第 8 次保健医療計画の中で、低出生体重児の原因は喫煙だけではな

く、歯周病も関連しているというところを特出しして欲しいんですよね。歯科がないがしろ

にされているような気がしてしょうがないんですよ。第 8次保健医療計画のところの、低出

生体重児が発生してしまう理由の 1つとして、211ページを見ていただければわかるんです

けど、「喫煙など」というようなところでさらっと流されているので、そこに入れて欲しい

という願いも込めつつ、そうすると、この歯周病というところでは低出生体重児に関する文

言が必要になってきますし、さらに計画の 51 ページを見ていただくと、糖尿病、心臓病、

誤嚥性肺炎、そして最後のところに低体重児出生などの妊婦への影響というのが入っており

ます。さらに、さっきの第 8次保健医療計画の話に戻しますけど、これが入ってないんです

よね。喫煙が原因になってしまっていて、「など」という表現で逃げられています。できれ

ば、第 8次神奈川県保健医療計画はこの会議とは関係ないのかもしれませんけど、整合性を

取るという意味では、これを入れていただきたいというのがこの理由です。 

（事務局） 

この低出生体重児のところにつきましては、確かに県として調査を行っているのは事実で

すが、最近の産婦人科学会が出しているガイドライン等では否定的な知見なども出ていると

伺っておりまして、実際ガイドラインとしてもまだエビデンスは明らかになっていないとい

う形でまとめられていたと思っております。なので、今回ご指摘いただいた部分の、例えば



糖尿病、心臓病などと一緒に列記するというところまでではないのかなと、エビデンスのレ

ベルとしましてちょっと違うのかなというところでまとめる形での対応とさせていただけ

ればと思っております。確かに歯周病学会で関連性があるというデータを出しているのは承

知しておりますが、産婦人科学会とかではそういった状況になっていることを踏まえて、こ

のような記載とさせていただきたいと思っております。 

（加藤委員） 

ただそのロジックですと、51 ページの低体重児出生の妊婦への影響というのを省かない

といけないということにはなりませんか。 

（事務局） 

こちらについては、県民歯科保健実態調査で取っているという事実がございますので、こ

れは取っているデータをお示しするのが筋と思っておりまして、これについては入れるとい

う形の対応としております。 

（加藤委員） 

今お話を伺っていると、産婦人科学会ではそういう見解がある、歯周病学会ではそういう

見解がある、だけど、県民の調査ではこうだからここに入れると、整理されてない気がしま

す。むしろ産婦人科学会でそういうエビデンスが確立されてないというのであれば、むしろ

とってしまった方がいいんじゃないでしょうか。そもそもこの低体重児に対する影響という

ような調査をする必要があったのでしょうか。 

（事務局） 

一応影響するだろうということは言われているところでは当然あるので、そこは県として

もぜひデータとしてはとっていきたいと思い、調査に入れさせていただいたところですが、

ただ、こちらの文言として、実際にその関連があると明確に書き込むのは、まだ意見が統一

されてないところもあるので避けたいというところで考えております。県としては、低出生

体重児への影響はおそらくあろうということで、調査を引き続きやっていきたいとも思って

いますし、そのために調査としては書き込ませていただきますが、文言としては抑えさせて

いただければと思います。 

 

（加藤委員） 

次が大事なところで、23番ですが、本会が出した意見として、要は給食後の歯ブラシとい

うところで、一体何を言いたいかというと、保育園とか幼稚園というのは、保育園のスタッ

フが仕上げ磨きをしたりとかするのがほとんどですが、小学校中学校、もっといえば高校も

ですね、12年間ということになるんですけど、その時に、お昼に食後に歯ブラシをしないと

いう習慣、これがやっぱり今後、そういう子供たちが大人になったときに、食後に歯みがき

をするという習慣がつけられません。例えば、今の世の中は非常に忙しいですよね。そんな

中で、生徒・先生方とか行政の方も超忙しいと思うんですよ。で、こういうふうに関わって

いれば何となく歯は磨かなきゃいけないとわかるのですけど、そういうことを全く関係なく、

社会に出て忙殺されている人々というのは、後回しになっちゃうわけですよ。お昼時間のち

ょっとした時間に歯ブラシをするとか、そういった習慣が全くない。県も国も大体 50 歳ぐ



らいまではう蝕が増えていく。年齢とともにう蝕が増えて、経年的には減ってるかもしれな

いけど、年齢を重ねるごとにう蝕が増えていく。それは、この 9 年もしくは 12 年間ってい

うところで、その歯ブラシの習慣、お口の中を綺麗にするぞというリテラシーを含めて、口

腔衛生のリテラシーを含めて、その習慣を得られなかったというところも多大にあるのでは

ないかと考えられます。なので、そこを含めてこういうふうにしてるんですね。で、ここの

県の考え方をよく見てみてみますと、今回の意図が全くわからないんですね。山本先生とか

安藤先生に聞きたいんですけど、日本のお昼、給食後に歯みがきをしない習慣というのはど

う思うのかということと、例えば海外の日本以外の先進国では、このお昼の歯みがきはして

ないものなのかどうかというのをちょっとお聞きしたいんですよね。そうすると日本と先進

国がどうなのかというのも理解できますし、やっぱり歯ブラシって、食後の歯ブラシっての

は大事だよねっていうのが、ここで行政含めて再確認できると思いますので、いかがでしょ

うか。 

（山本部会長） 

ご意見ありがとうございました。安藤委員、コメントをお願いいたします。 

（安藤委員） 

すいません。給食後の歯みがきの世界的な状況というのは私はよくわからないので、何と

もそれはお答えできません。エビデンス的に言うと、フッ化物配合歯磨剤を使った場合に、

回数が多いほど効果があるという点は、はっきりしています。歯周病については必ずしもそ

うではないのかなと。フッ化物の場合は、フッ化物の曝露が増えるわけですから非常にわか

りやすいんですけど、歯周病の、しっかり磨けているかどうかっていうのと回数は必ずしも

比例するわけではない、ということではないかと思いますが、加藤先生の回答にはなってな

いと思いますが、その程度の見識でございます。 

（加藤委員） 

ありがとうございます。結局、給食後の歯みがきをしてむし歯を予防しようということを

目指してるわけではないんです。それだとやはりフッ化物洗口っていう話になってくると思

うので、やっぱり歯ブラシっていうのは、食後に歯ブラシをしてお口の中を綺麗にするって

いう習慣づけ、口腔健康のリテラシーというところでは、さっきの話の繰り返しになっちゃ

うかもしれませんけど、成人になったときに、職場でフッ化物配合歯磨剤を使って歯ブラシ

をするっていうような習慣にも繋がってくるはずです。学校でフッ化物配合歯磨剤を持ち込

んでやるっていうのはまず無理なので、歯みがきっていうことにはなるんですけども、そう

すると、う蝕予防としては期待できない。どっちかっていうと歯肉炎であったりとか、そっ

ちの方の予防、ただ歯ブラシに関してはテクニカルな問題があるので、個人差が出たりとか

していろいろ問題があるはあるんですけど、ただ、問題は習慣づけだと思うんですよね。食

後の、食べたら歯を磨くっていう習慣を一番つけなきゃいけない学齢期、乳幼児期、小学校

中学校できれば高校のときのその習慣づけとして一番効果がありそうな、その年代のときに

すっ飛んじゃってるわけですよね。そこは日本のシステムとして何か問題があるのかなって

ふうにちょっと思ったものですから、グレーな表現だと表現しづらいので、ダイレクトの表

現で出しましたが、行政的な立て付けじゃとても無理なのはよくわかってたんですけど、た



だ、そういった食後の歯みがきの習慣づけは重要だと思うので、それがわかるような感じで

神奈川県としては示して欲しいっていうような気持ちはすごくあります。 

（安藤委員） 

加藤先生の今のお話で思い出したことがあるので情報提供しますが、私は新潟大学にいて

新潟県の歯科保健にかなりかかわったのですが、学校でのむし歯の状況とどういう対策をや

っているか、学校単位でデータベースを取っています。その結果を見て、先ほどの 14 件の

パブコメがあったっていう意見の関連ですけど、フッ化物洗口をやっているところは他がお

ろそかになるのではないかという声もありましたが、実際調べてみると、給食後の歯みがき

は、フッ化物洗口をやっている学校の方がよりやっていたという事実がありましたので、今

の加藤先生のおっしゃっていることに少し何か繋がるかなと思ったんでちょっと補足させ

ていただきました。 

（山本部会長） 

加藤先生の熱い思いがありましたが、事務局はいかがでしょうか。 

（事務局） 

加藤先生の熱い思いを受け取りまして、県としても毎食後歯みがきをするっていうこと自

体は非常に重要なことだと思っていますので、そこの部分がわかるように、毎食後歯みがき

をするとか、食べたらみがくと子供の頃から教えていることですので、記載を検討させてい

ただければと思っております。 

 

（加藤委員） 

最後に 24 番ですが、歯の本数と認知症の関係のところで、県の考え方としては、入れ歯

を入れればそういった認知症のリスクも減るというようなところを回答に書いていただい

ているところですが、意地悪な言い方をすれば、8020運動を県としてやっていて、歯をなる

べく保存、保全し、自分の歯でしっかりいいものを食べていこうという姿勢が国であり、県

でありだと思うんですけど、この言い方だと、「歯がなくなったら入れ歯入れればいいじゃ

ん」というようにとらえかねない。もちろん歯がなくなったら入れ歯を入れるというのは、

口腔機能を回復するという意味では非常に重要なことですし、そうしなければいけないんで

すけど、８０２０運動という、自分の歯をなるべく残そうという運動に関して言えば、どう

なんだろうなというふうに思ったんですね。なので、歯の本数が少ない方と認知症というの

は関連があるので、例えば、歯の本数のところに、義歯を入れていない場合とか、そういっ

たもので補足することによって、表現が補えられると思います。そうすると、やっぱり自分

の歯を残していこう、そうすればオーラルフレイルも防げるし、認知症も防げるというとこ

ろもあると思うんですね。これもほかのパブコメで、ほかの計画の認知症のところで出てき

たような感じがしたので、他の計画との整合性もとりたいというところもあります。その辺

は行政としてはどうお考えでしょうか。 

（事務局） 

８０２０と認知症の関係性ということですが、関連がないと言っているものではございま

せん。ただ、ご指摘いただいた通りですが、８０２０を達成している方は当然よくかめる方



になろうかと思いますし、仮に 20 本以上歯を有することができなかった方についても、入

れ歯を使って機能回復をして、それで噛める口を保てば認知症にならないというようなデー

タだということで、これは歯科治療が機能しているということの証左だと思っております。

なので、今回 24 番の指摘でいただいている、歯の本数はオーラルフレイルと認知症等に密

接に関係しているというご指摘ですが、認知症は歯の本数というよりは、ちゃんと噛める口

であることが密接に関連しているというところで、この部分に加えるということについては、

反映区分としてはＣにさせていただいております。口腔機能のちゃんと噛めるというところ

と、認知症というのがリンクしてないというような考え方を県として持っているものではな

いということでご理解いただければと思っております。 

（加藤委員） 

自分の歯を残そうという国民、県民のリテラシーと、歯はなくなれば入れ歯をいれればい

いというような、それは口腔機能は回復するのでいいんですが、それよりかは、まず自分の

歯を残していこうよというようなところを強く出した方がいいんじゃないかっていうのが、

本会としての意見です。それと、山本先生のエビデンスにありますように、歯の本数と認知

症というのは、実は関連があるというところをリンクさせたというところではあるので、８

０２０運動、オーラルフレイルのことを、現場で一生懸命やっている本会としては、入れ歯

をすれば認知症を防げるんでしょうけど、やはりベースとなるのは８０２０運動であって、

自分の歯を残していこうというようなところだと思うんですよね。そこをもうちょっと打ち

出していった方が県としてはいいんじゃないかという意味があります。 

（山本部会長） 

ちなみに同じようなデータで分析したときに、認知症ではなく要介護で見たときは、義歯

があろうがなかろうが、歯の本数が少なければ要介護のリスクは高くなるというデータなの

で、認知症に限れば噛むということを補えば何とかなるのかもしれませんけど、要介護とな

ってくると、義歯ではリスクを下げることは難しいのかもしれないというようなのが私の今

の理解となっております。 

 

（山本部会長） 

続きまして県域の市町村の代表の厚木市の富岡委員より今回の計画の中で、市町村の実施

率に関する指標の設定や、市町村の役割が記載されていますので、それも含めてご意見をお

願いできたらと思います。 

（富岡委員） 

私自身、普段の業務の中で成人歯科検診に関わっておりまして、今回パブリックコメント

の整理番号の 3番に成人歯科検診の受診率の向上のことがありますけれど、通常業務の中で

も、厚木市もそうなんですけれど、おそらく他の市町村さんも成人歯科検診の受診率の向上

というところは、いろいろ取り組みもそうだろうと思いますし、ご苦労されているのかなと

思っております。こういった形で計画の中に文言を入れていただくことで、県民の皆様にも、

大人の歯科検診大事だよというところを周知していただけるのとあわせて、各市町村も受診

率の向上に向けての取り組みをさらにしていくのかなと思っておりますし、いろんな市町村



さんの情報を共有しながら、県全体として成人歯科検診の受診率を上げていくことに繋がる

のかなと思っております。 

他にも通常業務の中で、オーラルフレイル健口推進員さんの活動の支援をさせていただい

ておりまして、厚木市も現在 12 名の方々が現状で活動をしていただいております。最近コ

ロナが明けまして、健口推進員さんに健口体操のご依頼が非常に増えておりまして、今年度

はコロナ前の 2倍近く活動をしていただいている現状もあります。そういったボランティア

さんの頑張りというところも、今回のパブリックコメントの中でも、オーラルフレイル健口

推進員さんの役割とかそういったものを追記していただいておりますので、もちろん直接、

目にしていただく機会もあるかなとは思うんですけれども、そういったところを明記してい

ただくことで、やはりオーラルフレイル健口推進員さん、ボランティアさん頑張ってるよと

いうのも知っていただくというところもすごく大事かなと思いますので、追記をしていただ

いたことをすごく感謝しております。 

 

（山本部会長） 

非常に前向きなご意見ありがとうございました。 

続きまして保健所設置市代表の横浜市安永委員より、今回の計画の中で市町村の実施率に

関する主要な設定や調査の役割が記載されておりますけれども、それを含めてご意見をお願

いいたします。 

（安永委員） 

先ほど富岡委員の方からも市町村の歯科検診のことおっしゃっていただきましたけれど、

パブコメを受けて市町村の歯科検診が大事ということでご意見があったということと、それ

を受けて、市町村が実施する歯科検診について受診率向上等に取り組む記載を加えたとのこ

とでご説明ありがとうございます。これについてなんですけれど、細かいことで恐縮なんで

すけど、これを書かれたときに何か想定して書かれたようなこととか、もしあったら、教え

ていただきたいなと思っているんですけど、いかがでしょうか。パブコメの意見でごもっと

もと思われたということなので、もし何か具体的なことがあったら教えていただきたいと思

っております。 

（事務局） 

各市町村さんでいろいろとご苦労されている上での今の受診率という状況だと思ってお

ります。県でこういったことをやればいいのかと思ったとしても、もうすでに私どもが考え

るようなものも含めて市町村でいろいろ取り組んでいらっしゃるのかなと思いますので、県

として何か協力できることがあれば協力させていただきたいと思いますが、現時点でこれを

やったらいいんじゃないかということまでご提案できるようなものではないので、そこはご

了承いただければと思っております。 

 

（山本部会長） 

ほかに追加の質問、意見のある委員はお願いいたします。 

（安藤委員） 



受診率の向上に関してですが、私も自分の冒頭で意見求められたときに触れたんですけど、

特定健診の咀嚼の質問についてのことを加えていただいたということを申し上げましたが、

それにさらに補足の情報提供ですが、奈良県は全市町村で、咀嚼の特定健診の質問に、噛め

ないと、何でもよくかめる以外に丸をつけて、かつ 1年間歯科医に行ってない人に受診勧奨

を国保連の方からしているんですね。その結果、まだ数字公表されてないんですけど、大体

どのぐらいの人が受診したかというと、大体、歯周病検診の 5 倍ぐらいの人が受診をして、

いずれ公表になると思います。さらに節目しかやらない歯周病検診と比べて、全年齢、40か

ら 70 歳でやっていますから、ヘルシーボランティアバイアスがかかりがちの歯周病検診に

比べて、むしろその逆の層がきっと引っかかってきていると思いますので、そういう意味で

なかなかこういったヘルスの事業では引っかかりにくいところをかなり有効にとらえて、

25％というのは国民全体の数字からするとちょっと低いんですけど、何せ過去 1年間歯科医

に行ってなかった人ですので、そういう点ではかなり効果が期待できそうかなということで、

違う面の受診率ということで、そちらの方も、保険者ということ何度か申し上げていますけ

ど、情報提供させていただきました。 

 

（山本部会長） 

ほかに追加の質問、意見のある委員はお願いいたします。 

（加藤委員） 

オーラルフレイル健口推進員のところで、資料 3 の 59 ページに施策の方向というところ

がありますが、実は本会としても意見を出していまして、資料 2 の 38 番になるんですけれ

ど、去年の 11 月に、県の行政と歯科衛生士会、栄養士会、それからオーラルフレイル健口

推進員とで、横浜のそごう 9階でイベントをやりました。オーラルフレイル健口推進員さん

に来ていただいて、そこで、今ハンドブックにありますオーラルフレイルのリスクチェック

を来場者にしていただいたりとか、健口体操をしていただいたりとかというのをしておりま

した。一体、何が言いたいかっていうと、59ページに定期的な研修や活動相談などを行いま

すと書いてあるんですけど、逆に、県の方から積極的に、この前のイベントみたいに積極的

にオーラルフレイル健口推進員さんを召喚するようなこと、イベントの時に県の方から積極

的にアプローチしていくということは考えてないんでしょうか。 

（事務局） 

オーラルフレイル健口推進員の活動の場というところですが、主に想定されるのは市町村

の方が多いのかなと思っておりまして、主に想定できるものとしてはそういったものになる

というところで記載しています。加藤先生ご指摘の通り 11 月のイベントなどではオーラル

フレイル健口推進員さんにご協力いただいたのは事実でございますし、県としてもそういっ

たイベントがあれば、むしろ必要に応じてというところではございますけれど、ご協力いた

だくことは求めることはあり得るのかなと思っております。ただ、メインとして活動してい

ただくのは市町村で、ボランティアなので地域で活動していただくというのがメインになっ

てくると思いまして、市町村とか現地の関係機関の方と連携していただくというところがメ

インになってくるのかなと私は認識して記載しております。 



（加藤委員） 

ただ基本的に神奈川県が養成している健口推進員さんでありますし、市町村で活動される

ボランティアというのはわかるんですけど、ちょっと気になるのは、自律性があって積極的

なボランティアさんはいいんですけれど、なかなかやっぱり奥手で、自分で活動の場が見つ

けられないとか、そういう方もたくさんいらっしゃるはずなんですよね、おそらく。なので、

そういった人たちに積極的な活動の場の提供というのも、市町村含めて、県もやっていかな

くてはいけないのかなというふうに思ったもので、その辺はいかがでしょうか。 

（事務局） 

ボランティアさんでございますので、どのように活動するのかというのはご自身のご判断

に基づいて行うものかなと思っております。繰り返しになってしまいますけれど、県として

もご協力いただけるものがあればご協力いただきたいと思っております。もちろん県として

養成しているというのもご指摘の通りでして、それこそ神奈川県独自の取り組みとして、非

常に素晴らしいものだと思っておりますので、もちろん県の方もそうですし、市町村のいろ

んなところで活動の場などはご案内させていただいて、ぜひそこにご参画いただくような形、

そういったところを提供できていけたらと思っております。 

 

（山本部会長） 

特に追加のご意見なければ質疑はこのあたりで終了させていただきます。 

本日、事務局より説明のありました改定案につきましては事務局からの説明にもありまし

た通り、2 月 14 日開催予定の歯科保健医療協議会に報告することになっております。事務

局におかれましてはご指摘をいただいた事項についての整理をされた上、修正した資料を、

歯科保健医療協議会で報告をしていただきますようよろしくお願いいたします。 

本日、予定されていた議題はすべて終了いたしました。円滑な議事の進行、そして活発な

ご議論、誠にありがとうございました。 

 

以上 


